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　1§8§隼環境影響分析規則繹糞vl沿轟灘e縦311辮夢ac宝A醗lysls

　縫eg雛la｛lo麟一公衆の参糠と技術的な複雑性の結合＞

　幾つかの有勤な手段潜、騰発プ費ジェクトの不可逆的な影響を透け、これ

を實い生めるために篤いられてきた。最も広く知られているのは、臆82年の

基本環境管理法（B段s量。2卿量ro鑓搬e盤3壷麓餓徳e磁e蜜Act，｛」磁訟g－U綴3鍛9

Po麺k　Pe簸警eio簸磁L鎗警k醗9撮R盤6囎1によって委任され、ig86年第2g号政

府規則（Gove懸e滋Reg撮atめ麟によって定められた環境影響評懸〈撫燐ro獅

醗e魏a巨鐘澱ct　Assess醗e簸t，獲Alである．これとは馨彗に、ig26年の生活妨害

法（薙撮r鍛ce　Act，U擁鍛彗青磁3簸g　G議欝鍛1や艮法典（B鍍rgerl鰍εWet一

むook，または獲綴もU磁a簸営U簸δa藍募H簸蟄澱2e雌atalの幾つかの条文のよう・

な、飽の幾つかの法的手段も用いられている。

　珍86年6丹5蓉の麹球環境の饗には、欝86年第29号致府趨則が鐵され、これ

によ瞬生活環境への重大な影響をもたらす溝髭性のあるあらゆる活動計露につ

き、環箋影響評極（鷺至A、以下「狂至Aまと称する罵譲者〉解要求されることに

なった。この蔑嚢彗は、PP　A厳PALとして知られて》・る擦、ig82年の基本環境
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インドネシアの環境簡題についての蒼干の維耀壌（；神戸秀彦〉

管理法の施行規麟であった。

　4年近くたったが、この政癖媛則の施行について前進した、との報告はほと

んどされていない・このことは、環境保護主義者や環境大難のエミール・サ夢

ム縄搬避S31量搬1から、大きな掛1職を呼びおこしている。ジャカルタの政府諸

大駆による様々な蟹家藻境影響評簸委員会（護at沁総1磁A　Co搬擁ss沁霧に提

出されたすべての泓A調査を精査し、また、ig89年の率頃からig88年ii月ま

で露串を擁して翼つた後に、エミール・サ夢ム大難は、獲Aを正しく運駕し

ていくためには、厳しい歩みが必要であると結論付けた。欝89年鴛鴦縫目には・

彼は、すべての知事に離して、手紙を遇してとりわけて次のこと炉らを遠べて、

彼の縫・むを表窮した。つま吟、

●森林省は、療A手続を蓋しく適駕していない・なぜなら、醗A委員会の議

　長がいまだに撰ゴール（3090めにおける磁Aの進行に参撫しているからで

　ある。

●獲A手続は、石瀬・ガスおよびその飽の鉱山事業について、鉱業省によ鯵

　葬常に頻繁に適絹されている。

●工業省は、蹴A委員会溝鉱業雀橡ど定期的に麗かれてないものの、手続の

　実行は聡始した。

●公共事業省は、E糖手続の実行を強化する必要摂ある。なぜな転瞬省は、

　童舞銀行により資金を受けるプ買ジェクトをさらに実行することになるであ

　ろうし、量雰銀行は、懸省の環A調査にますます関心を増大させ’るように

　なってきているからである。

○一般に、穫A調査は不十分にしか行われていない．なぜなら、獲Aは、公

　翻の監授を行う要求を囲遷したり、または将菜予灘を行うコンサルタントの

　招聘によ参、政癖の官僚麟と腐敗を増大させているからである。この（コン

　サルタントの一議者注）招聘は、単なる形式上のセレモニーとなってしまつ

　ている。なぜなら、「打ち合せ百態な藩コンサルタントだけが招聘にあずか

　るのであ瞬、また誰が勝つかは予めわかっているからである。雛Aの結果
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行政雛会論集　第7巻　第4号

　も、麟もって持ち合せできるものになっている。なぜなら、コンサルタント

　は、後らの調査と勧告が認められるよう様々な省の披講委員会に薄して蒋益

　を供与すること解あ参うるからだ．

　エミール・サ塁ム博士は・より良いコンサルタントを揉駕し、披らコンサル

タントの仕事を吟醸し、さらにそのプロジェクトにおいて、もし汚染が発生し

た場合轟こは、裁醤翫において、E猛の書類が、環鏡の悪化に責錘のある者と

して、破らに最する麺麺として欝いられることもあ滲うることを懇超するよう

知事に訴えたのである。

　しかし、瞬大駆は、官燈とコンサノレタントによる獲A耀則の実行の不十分

性のみを撹無しているのであって、その実行を§§めているシステムやシステム

内部の欠臨を擾1灘茎しているのではない。

　〈生活妨害令薄霞A規則＞

　これに薄し、ジャカルタ法律援麟協会（LBR　Ja擁r綴1畿身の弁護士のマス・

アハマッド・サントーサ1継as　A改搬aδSa就osa）は、2P　A鍛1〉Aむ（玉垂をさらに

擾本的に撹判ずる文章を書いた。この中で、サントーサは、膜Aのプ獄セス

に関わる致麿、将棄事業の謙藤巻、およびコンサルタントの三者に集められ、

共有されている椿鞍に対してアクセスする寮費のための瞬確なメカニズムの欠

撫を主な欠臨と位置掃けた。醗A調査の結果は、しばしば葬常に複雑な技徳

約文露にくるまれてお警、その結果、一般公衆は理解できない、したがって、

意思決定の形成プロセスヘの参糠を妨げている、と・

　サントーサは、なぜ、欝82年の基本環境管運法の精神が、おそらくこの法律

に起源を有する環A蔑則へと遽塑いかないか、を麗麗にしている。そ

の上で、この著い法律家は、簿86年の療A燦則の公衆参撫の局嚢と、轡26年

の生活鋳害令のそれとを箆較する、後は、工場が特購地域において操業するこ

とを許されるか否かを決定する場合、公康参擁に誌じる行為の3つのメカニズ

ムを正確に捲擁する．
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インドネシアの蒙境騰についての若干の綴錦／（神戸秀彦〉

　碁生活妨害令は、プ揮ジェクトの管理者が、予定工場の敷地内かその透く

で、書落の形での告示をする義務を述べているし、

　2）また、プ資ジェクトの管選i者は、敷地内やその懸蓼の各土地辮有者や趨

驚者に蝿して、告示も送付しなければならない。

　3）生活妨害令は、プ灘ジェクトの管理者と潜在的な隣人の双方煎その幾

建に基づいて、苦精を縫鐵できる手続を瞬確に規定する。

　欝26年の生活嬉害令と欝86年の獲A幾舞とは、経済発展活動による不落逆

的な環境影響を園復するというより、予防する点で、その講象を共有する。こ

れ，を験けば、私達は、以下の8つの違いを見いだすこと鱒できる。

　i）簿26年の生活鋳害令を適濡することは、総合的な環境政策の一部ではな

い・この法難は、工業部闘において、将来の投資家によって溝たされなければ

ならない一連の基準の一つである．

　2〉生活嬉寄金により、地域住民は、その近隣に工場が建設されるべきか否

か、を涯意するよう猛趣けられることになる。趨方、磁Aの基準は、代議麟

甕主麟または壷皿の一形式、あるいは選農工夢一トのルー
ル麟をなす．この場合、州知事絡。鍵盤0擁または大鏡が誹爾を承認または不

承認とする以前に、調査が特磯の専闘家により行われ、政府の嶽々なレベルに

よる吟味が行われる。したがって、療A基準が、必要な調査を行う私的企業

に換えて麟紅権限を付与する一方、生活妨害令は、歓会に権蟹を与える。

　3）蹴A基準によ鯵カバーされる灘発行為は、一え
一璽をカバーしなければならないので、明細化されてないのに蠕

し、生活妨害令によリカバーされる経済活動の総§は絹紬化されてお甑後来

型のタイプの工場を表わしている、

　4）£1Aの規舞講は、箆較的広い範麩の活動や生態系をカバーするのに嬉し、

生瀞碧海ま、一河熱謝してかみ合う妨にでき
ている。

　5）生活鋳害令のもとで、潜在的なまたは現実の毅境影響は、自分の感覚を
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行政祇会論集　第7巻　第縫畢

篤いた通常の毒罠によって決定され得る。毒浸は談み書きできる必要はない．

縫方．資格のあるコンサルタントにより行われる近代的な実験的方法を屠いる

獲Aにおいては、潜在的または愛糞の影響は、科学的に決定されねばならな

い。地域住民による謹言は、後者においては、それほど大きな重みを持たない。

　6）獲A規則は、潜在的な不可逆的な影響を改善し、計薩の執行をモニタ

ーし、評緬するのに必要な計嚢を含めることによ静、進めまたは」窪まれ、の闘

の様々な濃淡の色合いもカバーするのに難し、生活妨害令は、単に、進盤

は産まれ、の決定をするための駿府への助力をすることはできる。

　7）生活妨害令による手続の実効姓は、工場が操業する予定の地域共翼捧に

おける懸人の知識や経験による．瞬種の工場に麗する先行の知識や経験撚欠

類することは、会縫の譜面を承認するかしないか、を撹甥的に決定すること

を鋳げることになるだろう。これ’に薄し、瑛Aの手続は、共構体の外から専

絹家を投入する可龍姓を持っている。

　8〉ig86年のE董A規則は、インドネシア大学キャンパスのジャカルタ購部

デポク（Peβ磁1地織への移転のような、環麓に薄する重大な影響を与えるす

べてのタイプの醗発行為に殺して通馬される一方、生活妨害令は、明確に工業

部鍔の経済活動または営利活動に薄して適璽される。

＜公聴会への賛成と反対＞

　アハマッド・サントーサの論文は、獲A規則は、どのようにかは抜きにし

ても、改善されるべきだ、と結譲付けている。サントーサは、鍵塾舎を行う考

え方を支持するように見えるぷ、最初は三つの躊躇解存在することを確認して

いる。それは、第一に、公聴会は大変高懸につくであろう、第二に、獲A文

書における情報が複雑すぎて、諸々の共羅体にとって遅解するのは露難だろう、

第三に、公聴会は多くの時間を取鯵、かつ、公聴会斜なければ急速になるはず

の経済成長の初期段階に麟約を換えることになろう、というものである。しか

し、稜は、婚82年の基本環境管理法の精神において、翼GOは、霞Aの手続に
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インドネシアの藻境購についての若干の紹辮僻戸秀彦）

関わるべきであると強く示唆している。

　実際的な意味では、墨聡催に薄するこのようなすべての異議は、反論が

署龍である．インティ・インドラヨン・ウタマ（猛t墨短δ破ayo魏Uね無麟株式

会経緯丁〉（このレぷ一トの飽の場轟で縷説される〉の経験からすれば・地域

の業縁棒とその餐GOの支持者からの抵技1に薄鎚する場合に、会縫に負わされ

た達観棚物縷は、かりに姻鋤署醸段麹あ蘇す細まサントーサ

伽・う璽塗を湿て、また騨に生翻害合縦忙とによっても翻る

ことぶできる。

＜北スラウェシからの汚染のケース〉

　二緯の法的手段の実効牲についての論争に参撫しているのが、中央ジャワの

サラティが（Sa董3t量ga》のサタヤ・ワチャナ（S盆3舜W3c麗3》・キ夢スト教大

学鐵身の若い法律家であるジェ夢一・がブ夢エル・タンブン（Jerry　Ga魏慰

筆＆盤轍麟である。鴛蟹1年2丹に、彼勝北スラウェシのクスラタン（K蟻s雛3ね麟

という彼の畿身村を訪れた際に、簸域の群民が、婚82年基本環境管遜法の第5

条第i項によって保障された、良嬉で健康な環境に薄する権利を守るための法

的手段について綾に楕談した。

　クスラタンは、ミナハサ（灘麺撫as掃地籔の250から3欝家族からなる替であ

る。国家薦濾・ガヌ採羅会社のペルタミナ伊eでta醸簸alは、現在、ミナハサの

近くで地熱発電湧の建設の可能性を調査している。会縫は、ここ3カ月閥、カ

スラタンの近くで地下の蒸気だま管をボー夢ングしてきた・タンブンは・この

ボーサング活動摂2離寺問ぶつ通しで続き、あたかも倉Cジャン潔・ジェットが

離陸を準備しているかのごとくである、と述べた。音の高さは、潔一筆ング地

から2総無以内に窪む往費に最も激しく簡こえ、i睡離れた範饗でも灘こえた

のである．さらに、村長は、ペルタミナに薄し、まだボー夢ング態力の25％

で稼働している解、すぐに75％まで上昇するであろう、と語った。

　振動のために、いくつかの家の窓ガラスの枠煎絶えず揺れ続けている．学
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得致歓会論集　第7巻　第4畢

校の子ども達は、教編の言うことを臨き取りにくくなり、また理解してもらう

ために怒鳴らなければならない。騒音公害以外にも、カスラタンの村民は、地

熱の求一ジング活動によって覗き趨こされる水質汚染からも鍍害を受けている。

圧縮された地熱蒸気の部分と混じ雑食って、潔一蓼ングのくずは、潅概溝へと

流れ込み、そして結果として水聡に入る．

　カスラタンの樗民の不満に答えて、地域の市民グループと地域のプロテスタ

ント教会ののゲレジャ・マセヒ・インジジ・ミナハサ（Gεre診醗ase短編重重董

簸塗a鎗s3，G麗至難1が、ペルタミナに薄して、騒音、水、および潜在的大気汚

染を減少させようとしたが、これまでのところ成功していない．法律家として、

タンブンは、PP　A簸DALが村民の苦構に直接応最することができる村会麟

多くはない、と見ている．タンブンは、1982年法の鐘璽は、臆86年の

E董A焼嚢毅こ露動的に流れ込んでいるわけではない、なぜなら．P欝A醗DALは、

欝82年法のただiつの条項、つま蓼、公衆参撫は、尉懸の政府窺羅または緯線

法の単でさらに総かく具体化され，ねばならない、と逮べる第i6条の執行を穫1題

にするだけだからである、と感じている。人々の苦情は、瀬番で最初は獲A

のコンサルタントヘ、そして州の醗A委員会へ、さらに鉱毒およびエネルギ

ー省の委員会へと縫鐵される。

　ig26年の生活妨害令もまた、カスラタン村罠のためには役立たないであろう。

この法の第i条第i項は、生活筋書令の許可は、高獲の蒸気やガスを縫った活

動にとって必要であると遠べている撰、この条項は、この法は経済または叡益

活動に適絹されるとも述べている。かくして、ペルタミナ麟、この地域の地熱

の再能姓を、まだ単に調査中であむ、国家電力会縫に売るための電気は生産し

ていない、と主張している隆滲、ペルタミナは、欝器年令の基準はそれに対し

て適驚されない、と這べるであろう．

＜民法典の条項〉

タンブンによれば、民法典の2つの条項、つま吟上達の民法典（獲ねも
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インドネシアの環擁闘懸こついての若干の紹無／（神戸秀渤

U麟鍛9－U麟餓9｝撫油難Pe羅3ta，B雛gerl産舞e　We癒ook薫WBlは・環境汚

染に類似する事件を問題にするが、ペルタミナを訴えるのに篤いられるであろ

う．

　第iのものは、縫方盛事者潜、飽の者の清浄な空気への接近を妨害している

場合、毒疑問の紛争をカバーする、つま彗そこでは罠法典は、住銭と工場の闘

の紛争を工場の煙突から生じる大気汚染に縫達して、問題とするのである。

第捻65条は、特に懲82年の墓本環境管瑳法撰施行される羨に、立謹された遺

失に基づく責鰍1油重職舩麟G聯r劔e縫｛a醸1の騨疑購様に・汚染者負

握（嚢。董滋ter一驚蓑st一瞬y）の原麟を適濡する。

　これに縫達する職倒に基づけば、カスラタンの村民は、峯》至｝A灘DALのあら

ゆる官僚主義や欝26年の生活鋳害令によらなくとも、藩家君濾・ガス採擬会

桂を訴えることができる。マナド法律援麟調度（L醗｛マナド、LB琵鰭鍛雄ol

は、このような法的主張として、これ，を役立てている。

　〈結論＞

　多くの道は鞍一マに通じる．そして、多くの法的な道は．インドネシア市費

を、清浄で健康な環境へと導いてくれる。しかし・璽982年の基本環境管理法第

5条の公衆参撫原則を実行する致鰐規則の発奮の努力撰されない場合に、この

ように多様なあらゆる法的手段があっても、普通のインドネシア市民がその馨

漂に達する韓を遅らせてしまうことになるが、その責任の一螺は、環境大薮の

エミール・サ婆ムにある。

＜注＞

〔葺醗asAc魏aδS細t・sa，PPA瀞AL藤0擁鰯皇saslPera塗Ser捻
　　Mas￥araき｛謙琶↑盤e露玉A　G｛｝ve欝欝e鍍Re霧綴at量。蕪a蟹塁簸ow　to（｝継走鐙量ze出e

　　PeG董舜どs　P段幾重。φ避走童。糞窪．　A醸捻董，　君慧至重et塗　0ず　t嚢e　テ｛》量溢　S£αetar墨at　沁f

　　V。至醇鰭sA奮麟st2簸v墨ギ・懸e漁垂躍藤・簸（SK盆露2PIJ撫甑i繊

一i5？一



行政歓会譲集第7巻第4号

　　〉ece紬er騰？，鞭．i醗3．

（21Sc撫羅，丁蝕。灘sa蕪登。擁ts磁e藪，狂騰st．触銀鑞Weg麗Vo敷s照rte重二

甑。鞭鍾aτe難e識z纏琶登重w重。蜘聡曲翫…搬・歓at量e、無断撤漉，

　Wo藝ごa瓢，e6．，S2董｝鰻登虚罅塗e：至〉as箆e慧e欝嚢盤農幾重s～，S茎擁e琶ε董一若鷺。鼓，∫翼｝．7ε一78－

　7§．

〈ケース・スタディ＃8　誰が誰の法を破っているか？〉

　北スマトラの詫タパヌサ（翼劔趨丁3翼撫憩のスガパ（S纏琴3艶〉替出身の欝人

の年輩の女性が、最近、インティ・インドラヨン・ウタマ（熱tl頚透。τayG盤

｛Jta膿a，亙欝〉会縫の土地を破壊したとして、有罪の判決撰畿された。実際には、

この女権達は、その慣習上の土地の権利を守ろうとしたのである．

　アダット｛3酷tlによる（伝統的な〉±惣こ薄する駈有権を獲得するために、

政府は、所有権を手離すための地方のアダットの儀式であるパゴパゴ緯a欝び

韓響olを驚いた．額不瞬の金銭潜、シドムドム・バ聾ムビン（S至δo搬δo鐙

8ar盃盤碁搬g）王の子孫から政府への土地一これは1欝溝利絹するためである一

の譲鍍を合法化するために一方からもう一方へ流れた。この譲渡は、部族には

不法なものと考えられた。なぜなら、署名は偽造され、そして幾人かの部族の

メンバーは承諾していないからである。

　破らの銃議が無幌されると、灘人の女難達は、雇Uによって縫えられた簿本

かのユーカ夢の木を瞬き叛き、その結果として、飽人の財産を破壊し、その結

果、瞬難産が全部または一部使矯できなくされたとして、告発された。

　2年前、イジアン・ジャヤのヨテファ（Y碗磁麟湾のインジロス（茎癒ros〉鐵

身の欝人の女鑑が、サゴ樫子の林に凝する権利を求めて争った。サゴ榔子は、

粉末を俸るために旋われ、藁縄捧の第一の食料源である。この土地は、鼠大な

スポーツ施設と駐宅露地を建てるために、地方慕絵鉢によって駈有の標識を付
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せられた。女権達は、ジャヤプラヤ（轟y3轡臓y31鰹区の事務漸の前で、墜

の　のを’せ1　母ゴ櫺子を☆てさせろ1　と曝びな潜ら、デモ行進をした・

　イ夢アン・ジャヤでは、サゴ榔子の秣は、部族の畏や年長者が、アルコール

飲料によ静酔わせられた後に、土地の投機家に売られることがしぱしばである。

インジ嘗ス事件においては、部族の長が政府峯局と土地の投機家によ警むしば

まれ、蔀族の±地を外部の者に売ってしまった。これは、アダット法の巧みな

操イ乍であった。慣習によれ、ば、部族の長、あるいは一は、

後らの役割は単に土醗の講縛者なので、全住費共有の土地を売ることは許さ

れていない。しかし、ヨテファ湾罵辺の土地潜ハマディ（｝鉛搬aδ量〉族からオラ

ンダ海軍によって買駿されたイランダ時代から、これらの伝統は行われておら

ないため、このようにして、ハマディ部族長はイ婆アン・ジャヤにおける最も

金持ちの一となった。
　屡の発展を威し遂げるための政府のアプローチぶある一方で、インドネシア

の纏の多くの部族のグループも、綾らの露有の伝統と法のそれぞれを耀いて、

鍍らの慣習的権利を求めて争ってきている．これら2つのケースは。部族の法

システム渉、発展のために、いかに駿府によって巧みに操作されているか、を

鱗証するのに役立っている。

　〈異なった法システム＞

　インドネシアでは、多くの伝統的共同捧は、不文法、購植疑地法、蟹際法

そして馨の立法の辮産である法をもつ多様なものである。近代の都徳業羅体に

おいてすら、法は複雑侘し、そして容易に操作再龍なものとなっている』£業

家や政府の役人は、鞍らの霧由になる資源を驚いて、法システムにおけるギャ

ップとオーバーラップを利駕し、稜らに最も適合するような法を選択すること

ができる、

　飽方において、ジャワの最も外灘にある伝統的な縫会にとっては、醗の法は、

しばしば披らの闘有の法システムに対して威窪的であ瞬・かつ矛盾するもので
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もある。いくつかのアダット法がなお共錘体において適灘され、また遵守され

ているが、饒の法は、外舞から鞍らに薄して押しつけられているのである。こ

れらの法は、時として、伝統的な生活様式を変えるべきことを示唆する一般的

麗発政策に健って、鮭会工学の手毅として篤いられている。それは豪た．莫瞬

誌の灘の厩義の意喋と、法の執行者を含めた決定書の鰯のそれに臆して、混蔑

と異なった見方を生み出している、

　ジャワの羅土は、国の地表藩のたった7％にしかならないのに、ジャワの入

舞は、インドネシアの全人韓の7§％を羨める．この人縫醗分のアンバランスは、

ジャワには採癒されるべき残された露然資源はさほど残っていないことを示し

ている。燃料となる外貨獲得の必要性を満たすために、インドネシアの開発撃

始ま甑スマトラ、力葺マンタン、そしてスラウェシが、最初に麗発のための

標的にされ，た。これらの州における露然資源は、結局減少し、かくして政鰐は、

棄インドネシアヘとその繋を請けた。

　東インドネシアは、その窪然藻境に密接に結びつ塾た伝統的な共構体の人々

が大都分居住している。弾発の導入は、その蓉標を支援する法システムと合わ

せて、外灘の法と翕然資源の利矯に絶する地域のアダット法との闘の蟹突を引き

起こした・インドネシアのような中央集権的羅家においては、露の法システム

は、±著の伝統的な人々の鬱然資源に慰する支醗を一掃してしまうものである。

　〈土着の非ジャワ文化についての誤解＞

　アメ夢力の人類学者のミヒャエル・ドゥブ（Ml薇ae量Dovelによれ，ぱ、輪作、

サゴ榔子の採集、そして狩猟・採集は、生態学的な条件を広げるためにまこと

に適当な・そして広い環境知識によって支えられる経験豊かな経済的システム

である。そのようなシステムは、．単に生存の必要に癖けられるのではなく、生

態学的バランスを破壊することなく、森躰の富を舞縛する点で、生産的なシス

テムでもあ甑麟繰市場の、したがって国餐経済を支えるという需要を満たす

ことができるのである，
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　愛実には、輪作農業を禁じる現行の趨隷ま存在しないが、おびただしい数の

致府議海は、焼燬農業を擁籍することを醤癒している．いくつかの謙醸が，移

動耕作の定盤化を行うこと、そして強直しているとされ、新しい土地に移住し

た鶴族グループの後会的条件を総合的に改善すること、をその馨標としてい

る。

　明らかに、この政策は、焼き燐農業について貧しい選解の上に立っている。

舞えぱ、カジマンタンのケンヤー（Ke登y＆韓人は、伝統的には輪搾農業システ

ムを馬いてきたが、堤在は、この農業システムを変え、定住することを強いら

れつつある。しかし、このような定住捧簿彗は、成功すると予想されていない．

穰作農業は、彼らにとっては±養の技徳であ鯵、力夢マンタンのやや豊かでな

いま1地の条件に繋する適応の産劾である。ケンや一人は、被らが定藩農罠とな

らねばならないことを受け入れたが、この地域では農業投資がなければそれは

不饗能である。しかし、これまでは破らは化学給料や農薬を手に入れる補助金

を要求して来なかった。綜局いっか、綾らは、痩せた±1地を耕しながら、人自

的な付趨物を整わざるを得ないことになるだろう。

　伝統的な農業がまち鱒いで、かっ古風であると言われたケンや一人を電鍵さ

せるための努力は、混載の種を蒔いてきた。にもかかわらず、トップ・ダウン

方式の農業計薩はほとんど成功していない。そこで、ケォや一人は、醗の需

要を満たすことができないためばかばかしく感じながらも、善しむことになる。

　藤スマトラのメンタワイ（躍e鍵＆w凄1島は、経界中で縫のどこにも見られな

い、その地方特有の霊長類の種が4つあることで有名である。しかし、この霊

長類は、主に外部の春による開発のために、維滅の瀬戸鰹にある．このような

絶滅の危機のせいで、宗教上及び縫会的な理由から、そして生活のために、簿

盛代にもわたり、霊長類の肉を食べて暮らしてきたメンタワイ族ですら捕獲が

禁じられ、るという規灘がかけられることになった。

　伝統的には、メンタワイは轟然を尊重する。しかし、躰翻の会誌潜、メンタ

ワイに・その森秣を甥御こやってきてから、霰らの縮縫擬が変わった．木材会
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縫は、労働者を大半はメンタワイの外から連れてやってきて、森秣を燐翫野

生生勅を捕え、そして鱗を汚し、そのために綾らの伝統的な様式を失った土着

の人々にショックを与えている。霰らは、毎馨驚くべき数の本が切警邏される

のを馨馨したのち直ちに、これを手本とし、広く環境を軽視することを学んだ。

激しい開発鱒、多くの本構を燐甑地域の勃勃の棲息地を破壊した。こ麹らの

文化的懸魑もまだ、綾らの生活様式を重量塾ようメンタワイに圧力をかけ

る綾巻によって変化を被りつつあるのだ。

　今や、メンタワイは、その文化を、荒廃した生態系の条件に合わせなければ

ならなくな吟、政府による狩猟禁」まを尊重しなければならなくなった。ケンや

一人と講様に、メンタワイ族も定盤農業を実行するための政癌の捲導に従おう

としてきている．綾らには選撰の余地がない。なぜなら、森躰がなければ・森

稼文化もありえないからだ．

　＜国の法によるアダット法の征服〉

　幾つかの省の中で、森鉢省は、インドネシアの当然財産に関して、最も強力

な主張をしてきた省のiつである。なぜなら、露発資源の中で、鉱業羨最も轟

い優先度をもっているからだ．厳密には、鉱業省が私有地にせよ、アダット地

にせよ、国有地にせよ、すべてのインドネシアの地下をカバーする。インドネ

シアの近代法システムの発展は、オランダによ馨始められ・、オランダ麟その法

をインドネシアのシステムの中へと緩み込んだ．オランダの海ま・民族グルー

プごとに異なる土蕃のインドネシア法の存在をも認轟た・婚蕊年の独立以降の

ちょうど蔦牛後に、インドネシア政府は、最初の馨による成文法として、農業

基本法（法律第5号、欝6G年／を公布した。これは、インドネシア人にとって

土地簡題が文字どお叶いかに重要であるか、を反験している。

　農業基本法は、アダットの原則を基本にしている。しかし、現実には、アダ

ット法は多様であ吟、また広籔灘にわたるものだから、すべてのアダット原則

を国の法へと緩み入翻ることはほぼ不百態である・農業法においては・この多
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様姓は、次のような文吉によ蓼述べられている。「一
　び大気の法は、　れが　の　一に　　る　　　愚と矛盾しない嚢瞬こおいて、

一伝統的な権利は．それ麟蟹の法システムと調秘し、雛の
縄益に反して購いられることがない鰻りにおいて、承認される。

　森秣基本法（法律第5号／蝕67年／においては、伝統的な権利は、第i7条に

述べられている．アダット法の施行は．直接または闘接に森赫からの資源の獲

得に閣保する場合には、森林法に基づいてなされなければならず、また大疑の

擾擾及び森秣分野の法的統一という森秣法の露的に反してはならない。基本鉱

業法（法律第麓号／婚67年／においては、第i条は、インドネシアの鉱業地域

におけるすべての翕然埋蔵勤は、　であ警、鍵って人民の福鮭を最

大にするよう、羅によ吟統難し、活欝されねばならない麟の財産であると噺足

する。この法律は、其構体の採撮を焼麟し、聚の鉱業部鍔の発展に参撫する地

域の人民に薄する機会を提供することを蟹的としている．地域の鉱業権者は政

府から共講体の採掘許可を取得しなければならないが、鉱業大駆による条件の

捲定のない眼疹、これによ警、彼らは大資本による採擁i権から保護される。鉱

業権の及ぶ籠露の私有地権者は、その難産が鉱業権によって直接または間接に

損害を受け、または侵害された場合には、損害賠穣を請求する権利を持つ。

　＜国の利益対地域の権利〉

　アダット法が、不十分にしか公式化されてないので、麟の法システムの中で

伝統的権利を認めることは難しい。伝統的な±地保有と飽の褻然資源の保有に

ついての欝報の欠撫によって倍撫させられている伝統文化の誤解は、支醗購級

による誤った解毅または濫灘を生んでいる。それ露体としては、露の耕益は、

まだしも政府の規則によって瞬示されてはいるが、伝統的権秘は単にいくつか

の欠落部分を埋めているにすぎない．

　露然資源を験算する志海の講発は、一般的には、伝統歓会の活力に鰐する悪

影響を与える。これら鮭会は、数百年にわたり欝然との調融の中で生きてきた
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し、また、今や彼ら嚢身が掻いたのではない欝・嚢的変化に痘悪し、またこれを

受け入れなければならない。発展という修辞をまとい、そして国蕊の名におい

て行われながら、これらの変化は、非常に急速に進行しているため、地域の人

々は、変化と震う時醐釣糸総もない。この変｛ヒは、主として、そのプロジェク

トによって影響を受けるべき人々について、ほとんどまたは全く知識を持って

いない外蔀の人々によって、誹藤されているものである．今や、しかし、伝統

縫会は、発展とは、周辺に追いやることを意練し、幸橿を意殊しない、と理解

し始めている、

　農業及び前農業桂会にとっての十分な嚢然資源は、明らかにそのメンバーの

生存について決定的な役割を果たす。そのようにして、織蓉込まれているのは、

宗教も、経済も、その豊かさを基礎として成参立つ文化を停った自然の蕊しい

認識である。文化は動的であ静、認的ではない。そのため、文化における変化

は通常のことであると遅解されている。しかし、文亀の変化解通常となるのは、

それぷ人々のコントP一ルの中にある場合のみである．文化的検源から人々を引

き離すことは、結局、緩らの土地から人々を嶺き離すことを意喋するのである。

　アダット法に懸熱する人々は、羅の法との震いに没頭するの解常である．羅

益の犠牲者として、地方の人々は発展に録して冷笑的になる。このような態度

は、地域建長を破壊的であるとして、また、人々を発展の嬉害者として、国家

主義者にならないとして、そして最悪の場合には、共産主義者になったとして、

越訴しても、強化されるだけである。瞬の発展とは誰にとってのものかという

閣題麟残されたままなのである。インドネシアの上善の人々は、きれいで、健

康な環境に薄する権利とともに、通常の、そして品位のある生活を営む権利を

持っている。

　伝統的権利を破壊することによる影響と、環境の質の悪化の聞には瞬らかな

相互灘孫摂ある。つまり、この講者嫁、外貨と直線的成長とを志講ずる瞬発へ

接透することによ瞬難き起こされている。

　持続的発展（鎌s重a撫aもleδevel鋤盤e欝tlに国が鷺与するするにつれて、麗荏

一重縫一



インドネシアの麗箋鵜題についての若干の紹介韓（縛戸秀彦〉

の雛発戦略を再吟味する時簸となっている。長い闘、蜷方の人々によ参行われ

てきた手法を評儀すること溺繋念に必要である．そうでなければ、インドネシ

アの±養社会により数喜年閥行われてきた活動は、いつの琵か霞の法に敵繋す

る行為と解釈されてしまうであろう。

　さらには、私達は、地域の共懸体に住む人々の無徳を地方および蟹の発展の

ための基本原則として認め、現代環境法の諸原則とそれらを結びつけねばなら

な

い。現代環境法の原則を尽す欝82年第唾号の環箋基本法に換えて、自然資源と

環境に講秘した生浩の尊重・保全という伝統的麺値を含めた土養の諸権利を騙

み込む鷲の基本法を発展させることが重要である。なぜなら、エミール・サ夢

ムも述べているように、置土　の人々は、舗こ力夢マンタンにおいては、

を　壊　る百態姓は、っていな恥。1らは　然と藍撫して　らしてきた。　壌

を弓1き起こしたのは新参　である。1　コンパス＜Ko盤as＞、199G　3薙2

鉱

＊　懸名を’‘翼雛sa簸ceO羅沁acゼとも善い、fニューサンス令達と訳す（作本譲！行

　「インドネシアの環箋法∫《野替・作本鑛紅発展途上蟹の蒙境法ま、アジア経済醗

　究藪、93年i79翼）））、しかし、インドネシアの母法の一つがオランダ法であるこ

　と等から、一応、罫ニューサンス令」という訳語は遜iけた嘩

一謁5～


